
① 診療科目 ⑤ 施設基準等

内　科       ・療養病棟入院基本料(1)          【２Ｂ・２Ｃ・３Ｂ・３Ｃ・４Ｂ病棟】

② 医　師

病　院　長　　薄　井　　逸　明 　　　・入院時食事療養(１)/入院時生活療養(１)

副　院　長　　青　木　　和　弘

医　　　 師　　廣　田　　　健　

非常勤医師 　　　・診療録管理体制加算（Ⅱ）　　・データ提出加算（Ⅰ）（Ⅲ）

⑥ 特別の療養環境の提供

　　　・個　室　―　3,000円(1日)（税別）

③ 外来診療

・時　間 　９：００～１２：００ （受付　９：００～１１：３０） ⑦ 保険外負担（別途消費税がかかります。）

１３：００～１７：００ （受付１３：００～１６：３０） 以下の項目について、使用量、利用回数に応じた実費の負担を御願いしています。

・休診日 　　　・オムツ代　１日1，０５０円

土曜、日曜、祝日、年末年始 　　　・洗 濯 代　１枚（対）１００円（上限、月５,０００円）

・担当医

月 火 水 木 金 　　  　　Ａセット３,０００円/日、　Ｂセット２,５００円/日、　Ｃセット１,８００円/日

・保険医療機関 ・介護保険法
・生活保護法 ・難病法
・川崎市（公害） ・被爆者（一般）
・東京都医療費助成（障害）

湯河原中央温泉病院

𠮷場

※【看護基準】入院患者２０人に対し１人以上の看護職員、同じく入院患者２０人
　 に対し１人以上の看護補助者がいます。

2023/4/1

④ 指　定　等
⑧ その他

・相川　実・李　勍熙・内山　義和・沖　将行・金澤　修・川上　翔平
・木村　学・酒井　哲理・佐藤　優・佐野　礼姫・杉原　達矢
・田爪　圭・瀧川　修・地引　禎・壺井　貴朗・鳥居　彩音
・中野　好章・永井　智雄・渡辺　友樹

　・衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」に
　  ついての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用徴収は、一切認
    められておりません。

病　　　　院　　　　案　　　　内

　　　・脳血管疾患等リハビリテーション（Ⅲ）、運動器リハビリテーション（Ⅲ）、
　　　　廃用症候群リハビリテーション（Ⅲ）

　※入院生活用品について、専門業者のレンタルのご利用を御願いしております。ご理解・
     ご協力をお願いします。

薄井 青木 廣田 𠮷場

医　　　 師　　𠮷　場　　史　朗

※管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後
　 ６時以降）、適温で提供しています。





① 診療科目 ⑤ 施設基準等

内　科       ・療養病棟入院基本料(1)          【２Ｂ・２Ｃ・３Ｃ・４Ｂ病棟】

② 医　師

病　院　長　　薄　井　　逸　明 　　　・入院時食事療養(１)/入院時生活療養(１)

副　院　長　　青　木　　和　弘

医　　　 師　　廣　田　　　健　

非常勤医師 　　　・診療録管理体制加算（Ⅲ）　　・データ提出加算（Ⅰ）（Ⅲ）

　　　・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）　　・入院ベースアップ評価料（18）

⑥ 特別の療養環境の提供

　　　・個　室（２６０号室、２６１号室）　―　3,000円(1日)　※税別

③ 外来診療

・時　間 　９：００～１２：００ （受付　８：３０～１１：３０） ⑦ 保険外負担（別途消費税がかかります。）

１３：００～１７：００ （受付１３：００～１６：３０） 以下の項目について、使用量、利用回数に応じた実費の負担を御願いしています。

・休診日 　　　・オムツ代　１日1，０５０円

土曜、日曜、祝日、年末年始 　　　・洗 濯 代　１枚（対）１００円（上限、月５,０００円）

・担当医

月 火 水 木 金 　　  　　Ａセット３,０００円/日、　Ｂセット２,５００円/日、　Ｃセット１,８００円/日

・保険医療機関 ・介護保険法
・生活保護法 ・難病法

④ 指　定　等
　・衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」に
　  ついての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用徴収は、一切認
    められておりません。

⑧ その他

・相川　実・内山　義和・大村　遼資・沖　将行・金澤　修・川上　翔平・
清岡　崇彦・木村　学・佐藤　優・佐野　礼姫・杉原　達矢
・田爪　圭・地引　禎・中野　好章・冨士野　祥太
・室谷　奈那・和田　篤史

　※入院生活用品について、専門業者のレンタルのご利用を御願いしております。ご理解・
     ご協力をお願いします。

薄井 青木 廣田 𠮷場 𠮷場

病　　　　院　　　　案　　　　内

※【看護基準】入院患者２０人に対し１人以上の看護職員、同じく入院患者２０人
　 に対し１人以上の看護補助者がいます。

※管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後
　 ６時以降）、適温で提供しています。

医　　　 師　　𠮷　場　　史　朗
　　　・脳血管疾患等リハビリテーション（Ⅲ）、運動器リハビリテーション（Ⅲ）、
　　　　廃用症候群リハビリテーション（Ⅲ）



・川崎市（公害） ・被爆者（一般）
・東京都医療費助成（障害）

2025/9/3 湯河原中央温泉病院


